
証券コード　4349

平成28年６月３日

株 主 各 位
名古屋市熱田区三番町2 1番８号

株式会社　テ　ス　ク
代表取締役社長 梅 田 　 源

第42期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第42期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月23日（木曜日）午後

５時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市熱田区三番町21番８号　本社２階会議室

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第42期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　当日は、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りま
すようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席下さ
いますようお願い申しあげます。
　また、今回より配当については、取締役会決議としており、本招集ご通知とと
もに配当金に関する重要書類につきましても同封させて頂いております。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正する必要が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.kktisc.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

１．会社の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当事業年度におけるわが国の経済は、政府による経済政策や日銀による

金融政策を背景に企業業績は好調に推移し、ガソリン価格の値下がりや雇

用・所得環境の改善、訪日観光客の消費による下支え等もあり、国内景気

は緩やかな回復基調で推移したものの、世界経済の下振れリスクなど依然

として不透明な状況が続いております。

　当社の主要顧客である流通業界におきましては、個人消費者の節約志

向・選別消費の傾向が一層強まり、その対応として店舗・設備投資ととも

にIT投資意欲に改善傾向が見られるものの、当情報サービス業界におきま

しては、業界内での競争がより激しくなっております。

　このような状況下、当社におきましては、「流通システムプランナーと

して経営の合理化・戦略化に資するシステムを提供し、お客様の繁栄に貢

献する」を経営理念とし、従業員へのテクニカルスキル及びヒューマンス

キルの向上を目的とした社員教育への短期及び中長期的な投資を積極的に

行いました。また、既存顧客の満足度向上及び新規顧客の開拓のため、当

社オリジナルのパッケージ・ソフトウェアである卸売業者様向けの「GROWBS

シリーズ」のリニューアルや小売業者様向けの「CHAINSシリーズ」のパッ

ケージ強化に向けた研究・開発投資を積極的に行いました。そのほか、プ

ロジェクトをより効率的に進めるためのプロジェクトマネジメントの仕組

を抜本的に見直した結果もあらわれ、各プロジェクトの効率的な運営を行

うことができました。

　このような結果、当事業年度の売上高は12億77百万円（前期比120.1％）

となりました。利益面では、プロジェクトマネジメントの改善による各プ

ロジェクトの利益率改善、並びに当事業年度に予定していた当社パッケー

ジソフトウェア製品の開発遅延による当事業年度計上予定の研究開発費が

翌期に繰り越されたことにより、営業利益は86百万円（前期比395.5％）と

なりました。経常利益は99百万円（前期比315.7％）、当期純利益は79百万

円（前期比189.0％）となりました。
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　事業の品目別の業績は、システム開発売上は、売上高10億49百万円（前

期比129.4％）、売上総利益３億92百万円（前期比145.4％）、商品売上は、

売上高２億28百万円（前期比90.3％）、売上総利益36百万円（前期比79.7％）

となりました。

　品目別の売上状況につきましては次のとおりであります。

品　　目
第　　41　　期 第　　42　　期

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

（千円） （％） （千円） （％）

システム開発売上高 811,349 76.2 1,049,655 82.1

商 品 売 上 高 252,731 23.8 228,269 17.9

合 計 1,064,081 100.0 1,277,924 100.0

（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区　　　　分
平成24年度
（第39期）

平成25年度
（第40期）

平成26年度
（第41期）

平成27年度
（第42期）

売 上 高 1,110,230 1,285,813 1,064,081 1,277,924

営 業 利 益 45,063 79,507 21,962 86,861

経 常 利 益 50,696 84,273 31,376 99,052

当 期 純 利 益 36,465 47,777 41,868 79,134

１株当たり当期純利益 10円46銭 13円72銭 12円２銭 22円73銭

総 資 産 1,166,473 1,215,731 1,244,509 1,249,730

純 資 産 710,305 735,902 797,221 829,521

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、企業収益は回復傾向にあるものの、当社の
主要顧客である流通業界におきましては、人材不足による人件費高騰や消費
税の再増税などにより、個人消費の動向につきましては不透明な状況が想定
されます。
　当情報サービス業界におきましても、今後の動向には不透明感があり、受
注総額の大幅な増加が見込まれる状況にはないものと想定されます。
　このような状況下、当社は以下の課題に取り組み、収益の確保に努めてま
いります。

①　当社オリジナルのパッケージ・ソフトウェアへの研究開発投資によ
　　る機能強化と、サービス提供範囲を拡大するとともに新しいサービ
　　スを創出してまいります。
②　魅力ある製品、サービスを提供するため、社員教育に経営資源を投
　　下しテクニカルスキル及びビジネススキルの向上を図ってまいりま
　　す。
③　顧客満足度を高めるため、より効率的なプロジェクトマネジメント
　　の仕組を構築してまいります。

　今後とも経営基盤の強化及び業績の向上に努める所存でございます。
　株主の皆様におかれましては、一層のご理解ご支援を賜りますようお願い
申しあげます。

－ 4 －



(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

　当社は、流通業を主要顧客とし、

・受託ソフトウエア開発

・パッケージ・ソフトウエアの開発・販売

・ソフトウエア保守業務の受託

・コンピュータ機器販売

・コンピュータ機器保守業務の受託

・クラウドサービス

を主として行っております。

(6) 主要な事業所（平成28年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 名古屋市熱田区三番町21番８号

東 京 事 業 所 東京都中央区

(7) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

91名 1名増 38.9歳 14.9年

(8) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 10,472千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 9,000千円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 12,000,000株

(2) 発行済株式の総数 3,500,000株

　　　　　　　　　（自己株式　17,858株含む）

(3) 株主数 216名

(4) 上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

梅 　 田 　 　 　 渉 604,000株 17.34％

テ ス ク 従 業 員 持 株 会 442,140 12.69

株 式 会 社 ト ー カ ン 243,000 6.97

梅 田 　 源 220,000 6.31

J B C C ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ 株 式 会 社 150,000 4.30

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 140,000 4.02

菊 水 化 学 工 業 株 式 会 社 117,000 3.36

株 式 会 社 シ ー ア イ エ ス 80,000 2.29

兵 藤 光 沖 69,910 2.00

徳 倉 建 設 株 式 会 社 67,000 1.92

（注）　持株比率は自己株式（17,858株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成28年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 梅 田 　 源

取 締 役 稲 葉 史 玉 東日本システム部長

取 締 役 岡 本 匡 弘 管理部長

取 締 役 三 浦 英 二 営業部長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

横 山 真 次

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

藤 橋 武 久

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

佐 々 木 　 和 　 實

（注）１．当社は平成27年６月24日付で監査等委員会設置会社に移行しました。（以下、当該移

行を「本件移行」といいます。）本件移行に伴い、常勤監査役横山真次氏、監査役

          藤橋武久氏及び佐々木和實氏の任期が満了し、それぞれ監査等委員である取締役（以

下、「監査等委員」といいます。）に就任しております。

　　　２．監査等委員は全員、社外取締役であります。

　　　３．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた

組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、

常勤の監査等委員を選定しておりません。

　　　４．社外取締役である藤橋武久氏は、名古屋証券取引所の規則に定める独立役員として取

引所に届け出ております。

　　　５．当社は横山真次氏、藤橋武久氏及び佐々木和實氏との間で会社法第427条第１項に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約

により、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつその職

務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第１項に定める

低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うものとしております。

６．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

氏 名 退 任 日 退任事由
退任時の地位・担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

梅 田 　 渉 平成27年６月24日 任 期 満 了  代表取締役会長

山 田 正 明 平成27年６月24日 任 期 満 了  流通システム部長
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） ６名 33,352千円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 分 ）

３名
（３名)

3,150千円
（3,150千円)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 分 ）

３名
（３名)

1,050千円
（1,050千円)

合 計 ９名 37,552千円

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．監査役に対する支給額は本件移行前の期間に係るものであり、監査等委員に対する支

給額は本件移行後の期間に係るものであります。

３. 上記には、平成27年６月24日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了に

より退任した取締役２名を含んでおります。

４．本件移行前の取締役の報酬額は、平成12年６月22日開催の第26期定時株主総会におい

て年額90,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており

ます。また、本件移行後の取締役（監査等委員を除く。）の報酬額は、平成27年６月

24日開催の第41期定時株主総会において年額90,000千円以内（ただし、使用人分給与

は含まない。）と決議いただいております。

５．監査等委員の報酬限度額は、平成27年６月24日開催の第41期定時株主総会において年

額20,000千円以内と決議いただいております。

６．監査役の報酬額は、平成13年６月27日開催の第27期定時株主総会において年額20,000

千円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

　　当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況 及 び 発 言 状 況

監 査 等
委 員

横 山 真 次

当事業年度に開催された取締役会9回全て、監査役会もしく
は監査等委員会9回全てに出席いたしました。取締役会及び
監査役会もしくは監査等委員会において、当社の経営に対
し、適宜必要な発言を行っております。

監 査 等
委 員

藤 橋 武 久

当事業年度に開催された取締役会9回中8回、監査役会もしく
は監査等委員会9回中8回に出席いたしました。取締役会及
び監査役会もしくは監査等委員会において、当社の経営に対
し、適宜必要な発言を行っております。

監 査 等
委 員

佐々木　和　實

当事業年度に開催された取締役会9回全て、監査役会もしく
は監査等委員会9回全てに出席いたしました。取締役会及び
監査役会もしくは監査等委員会において、当社の経営に対
し、適宜必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

　　　太陽有限責任監査法人

平成27年６月24日開催の第41期定時株主総会において、新たに太陽有限責

任監査法人が当社の会計監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査

人であった有限責任監査法人トーマツは退任いたしました。

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬の額

報 酬 等 の 総 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬の額 9,900千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

9,900千円

　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

　　　法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

　　　せんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

　　　ております。

　　　　２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

　　　見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

　　　計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　　 該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後 初に招集

される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針

　業務の適正を確保するための体制及び運用の状況に関する事項

【業務の適正を確保するための体制】

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

①取締役及び使用人が法令や諸規程を遵守し、社会規範に則した行動を行

うために、コンプライアンスガイドラインを定め、常に良識ある企業活

動を行うことを徹底する。

②コンプライアンスに関する相談・報告窓口を設けており、問題点を把握

するとともに必要な改善を行う。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令・社内

規程に基づき、適切に保存・管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　重要なリスクが発生した場合には、取締役会等において対処方法を審議

する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①定例取締役会を開催するほか、必要の都度、臨時取締役会を開催し、重

要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行う。

②全社及び各部門の目標値を設定し、その実績並びに進捗状況を業績検討

会議にて報告、検討することにより、その達成と収益の確保を図る。

(5) 監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）がその職務

を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項

　　必要に応じて監査等委員の補助者を置くこととする。

(6) 監査等委員の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び補助使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　必要に応じて監査等委員の補助者を置くこととし、その任命・異動につ

いては監査等委員の同意を受けるものとする。また、その補助者の評価に

ついては監査等委員の意見を聴取するものとする。

　また、補助使用人が監査等委員の職務の補助業務を行う場合は、監査等

委員の指揮命令に従うものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他の監査等

委員への報告に関する体制

①監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、業務の執行状況や経理

の状況などについて報告を受ける。
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②取締役及び使用人は、当社の業務に重大な影響を及ぼす事項を発見した

場合は、監査等委員に報告する。

　　(8) 監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

　　　扱いを受けないことを確保するための体制

　　　　内部通報制度である「コンプライアンスガイドライン」を設け、法令違

　　　反等を早期に発見する体制を整備するとともに、監査等委員及び内部監

　　　査室のスタッフが連携し、通報者に不利益が生じないことを確保する。

　　(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続そ

　　　の他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

　　　に関する事項

　　　　監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等

　　　を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認めら

　　　れる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(10)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員は、代表取締役をはじめ他の取締役及び使用人に対し、必要

に応じヒアリングや意見交換を実施する。

②監査等委員は、内部監査室と連携して職務に当たるとともに、公認会計

士とも意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施する。

　　(11)財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　　財務報告の信頼性と適正性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制

　　　報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制を構築し、

　　　その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、必要な是正を

　　　行う。

　 【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況】

　　(1) コンプライアンスに対する取組み

　　　　定例の定時取締役会は、事業の健全な発展と業務の適正化、経営課題等

　　　について討議しております。

　　(2) リスクマネジメント体制

　　　　内部監査室において内部統制システム全般について、また情報セキュリ

　　　ティ基本方針に基づいた情報セキュリティマネジメントシステムが有効

　　　に機能しているか定期的な内部監査によって当該リスクの管理状況につ

　　　いて監査しております。

　　(3) 監査等委員の職務の執行

　　　　監査等委員は取締役会への参加とともに、適宜代表取締役との意見交換

　　　をおこなっております。また、内部監査室及び会計監査人との意見交換

　　　も行い、三様監査を実施し、それぞれの実効性を高めるため相互連携を

　　　行っております。
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７．会社の支配に関する基本方針

　　該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は利益配当につきましては、株主への利益還元の充実と安定した配当

を継続して実施することを重要な経営目的と位置付け、あわせて、将来の事

業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保などを総合的に勘案

して決定しております。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としてお

り、この剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり６円の配

当とさせていただきます。

　内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える新技術への対応及び製

品開発強化に有効投資するとともに、財務体質の強化を図り、安定的な経営

基盤の確立に努めてまいる所存であります。

－ 12 －



貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流  動  資  産 629,975 流 動 負 債 355,848

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

リ ー ス 債 権

リ ー ス 投 資 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固  定  資  産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

そ の 他

255,592

257,535

5,267

36,538

6,517

13,526

24,889

26,411

3,698

619,754

287,753

73,752

326

19,794

28,770

165,110

34,736

34,590

145

297,264

282,784

1,866

12,613

買 掛 金 74,000

１年内返済予定の長期借入金 13,008

リ ー ス 債 務 17,854

未 払 金 43,289

未 払 費 用 21,184

未 払 法 人 税 等 23,517

未 払 消 費 税 等 23,118

前 受 金 30,295

前 受 収 益 42,192

賞 与 引 当 金 60,263

受 注 損 失 引 当 金 2,696

そ の 他 4,428

固 定 負 債 64,359

長 期 借 入 金 6,464

リ ー ス 債 務 35,548

長 期 未 払 金 1,050

繰 延 税 金 負 債 15,405

そ の 他 5,890

負 債 合 計 420,208

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 788,508

資 　 本 　 金 302,000

資 本 剰 余 金 106,146

資 本 準 備 金 106,146

利 益 剰 余 金 383,437

利 益 準 備 金 15,729

その他利益剰余金 367,708

別 途 積 立 金 200,000

繰 越 利 益 剰 余 金 167,708

自 　 己 　 株 　 式 △3,075

評 価 ・ 換 算 差 額 等 41,013

その他有価証券評価差額金 41,013

純 資 産 合 計 829,521

資 産 合 計 1,249,730 負 債 純 資 産 合 計 1,249,730
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損　益　計　算　書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,277,924

売 上 原 価 848,967

売 上 総 利 益 428,957

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 342,095

営 業 利 益 86,861

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,123

そ の 他 5,673 12,797

営 業 外 費 用

支 払 利 息 489

そ の 他 117 607

経 常 利 益 99,052

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 13,780 13,780

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,765

そ の 他 179 2,944

税 引 前 当 期 純 利 益 109,888

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,242

法 人 税 等 調 整 額 9,511 30,753

当 期 純 利 益 79,134
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別 途 積 立 金 繰越利益剰余金

平成27年４月１日　残高 221,240 186,906 186,906 15,729 200,000 109,466 325,195 △3,075 730,266

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △20,892 △20,892 △20,892

当 期 純 利 益 79,134 79,134 79,134

資 本 準 備 金 の
取 崩

80,760 △80,760 △80,760 ―

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計  80,760 △80,760 △80,760  ─ ― 58,241 58,241 ― 58,241

平成28年３月31日　残高 302,000 106,146 106,146 15,729 200,000 167,708 383,437 △3,075 788,508

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

平成27年４月１日　残高 66,954 66,954 797,221

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △20,892

当 期 純 利 益 79,134

資 本 準 備 金 の
取 崩

―

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

△25,941 △25,941 △25,941

事業年度中の変動額合計 △25,941 △25,941 32,300

平成28年３月31日　残高 41,013 41,013 829,521
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１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

・仕掛品　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を

除く）

定率法

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却

資産については、３年間均等償却

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　物　　　　８～50年

②　無形固定資産（リース資産を

除く）

定額法

ただし、ソフトウエア（市場販売目的）については、３

年以内の見込販売可能期間（完成年度を含む３年間）で

均等償却

なお、ソフトウエア（自社利用目的）については、社内

における見込利用可能期間（５年）による定額法

③　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給対象期間

に応じた支給見込額を計上しております。

③　受注損失引当金　　　　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末

における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準

①　受注制作のソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準

ａ．当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの

　　工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）

ｂ．その他のもの

　　検収基準

②　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

　　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(5) 消費税等の会計処理

　税抜き方式によっております。

(6) 退職給付制度

　当社は確定拠出型の退職金制度を採用しており、従業員退職金の100％について、特定退

職金共済制度に加入しております。

　なお、平成28年３月31日現在の積立金合計額は149,778千円であります。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保対応債務

①　担保に供している資産

建物 73,752千円

土地 103,110千円

計 176,862千円

②　担保対応債務

１年内返済予定の長期借入金 13,008千円

長期借入金 6,464千円

計 19,472千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 258,317千円

(3) 取締役に対する金銭債務

    金銭債務 1,050千円
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３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 3,500千株 －千株 －千株 3,500千株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 17千株 －千株 －千株 17千株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

　平成27年６月24日開催の第41期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 20,892千円

・１株当たり配当額 ６円

・基準日 平成27年３月31日

・効力発生日 平成27年６月25日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

　平成28年５月23日開催の取締役会において次のとおり決議する予定であります。

・配当金の総額 20,892千円

・１株当たり配当額 ６円

・基準日 平成28年３月31日

・効力発生日 平成28年６月６日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。

４．税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 18,500千円

未払法定福利費 2,735千円

未払事業税 2,600千円

ソフトウエア 2,657千円

その他 3,630千円

繰延税金資産小計 30,125千円

評価性引当額 △951千円

繰延税金資産合計 29,174千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △18,169千円

繰延税金負債合計 △18,169千円

繰延税金資産の純額 11,005千円
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　(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月

１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06％から平

成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込ま

れる一時差異については、30.70％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込

まれる一時差異については、30.47％となります。

　　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が499千円

減少し、法人税等調整額が1,304千円、その他有価証券評価差額金が804千円、それぞれ増加し

ております。

５．金融商品に関する注記

  (1) 金融商品の状況に関する事項

  ①　金融商品の状況に対する取組方針

　資産運用は、長期的、大局的見地に立って運用を行い、安全性、流動性、収益性を考慮 

して行っております。

　また、借入金は、運転資金の確保を目的としたものであり、銀行借入により調達してお

ります。

　②  金融商品の内容及びそのリスク

  営業債権である受取手形、売掛金、リース債権及びリース投資資産は、顧客の信用リス

クに晒されております。

  投資有価証券は、主に配当収入を目的としておりますが、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。

  営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

  長期借入金は、運転資金の確保を目的としたものであり、返済日は 長で決算日後１年

６ヶ月であります。

　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に、設備投資に必要な資金の調達を

目的としたものであり、償還日は決算日後 長４年９ヶ月であります。

  長期未払金は、役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、各役員の退職時に支給

する予定であります。

　③　金融商品に係るリスク管理体制

　  a.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

  営業債権については、販売管理規程に従い、受注前に取引先の状況を確認し、取引相手

ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

　  b.市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

  投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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　  c.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

  各部署からの報告に基づき管理部門が毎月資金繰計画を作成・更新するとともに、手許 

流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

　(2) 金融商品の時価等に関する事項

　　平成28年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ

ん。（（注）２．参照）

貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

①現金及び預金 254,206 254,206  －

②売掛金 257,535 257,535  －

③リース債権 5,267 5,267  －

④リース投資資産 36,538 37,063 525

⑤投資有価証券 262,006 262,006 －

資産計 815,553 816,026 473

①買掛金 74,000 74,000  －

②１年内返済予定の長期借

入金及び長期借入金
19,472 19,518  46

③リース債務

 （1年内返済予定含む）
53,403 53,283 △119

④未払金 43,289 43,289  －

⑤未払消費税等 23,118 23,118  －

⑥長期未払金 1,050 1,038  △11

負債計 214,332 214,249 △83

（注）１．金融商品の時価の算定方法

　資産

　① 現金及び預金、② 売掛金、③ リース債権

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

　④ リース投資資産

　リース投資資産の時価の算定は、元利金の合計額を、同様の新規契約を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値によっております。

－ 20 －



　⑤ 投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

　負債

　① 買掛金、④ 未払金、⑤ 未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

　② １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

　これらの時価の算定は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値によっております。

　③ リース債務（1年内返済予定含む）

  リース債務は、元利金の合計額を同様の新規調達を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっております。

　⑥ 長期未払金

　長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、国債の利回りに

信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式 20,778

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、「⑤投資有価証券」には含めておりません。

６．関連当事者との取引に関する注記

　関連当事者との重要な取引はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 238円22銭

(2) １株当たり当期純利益 22円73銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月13日
株式会社テスク

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 野 正 人 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岡 田 昌 也 

  当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社テスクの平成27年4月
1日から平成28年3月31日までの第42期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第42期事業年度の取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下の通り報告いた
します。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容、並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記)及びその
附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月23日

株 式 会 社 テ ス ク  監 査 等 委 員 会

監 査 等委員 横 山 真 次 

監 査 等 委員 藤 橋 武 久 

監 査 等委員 佐々木　和　實 

(注）監査等委員横山真次、藤橋武久及び佐々木和實は、会社法第２条第15号及び第331条
第６項に定める社外取締役であります。

以　上

－ 23 －



株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

うめ

梅
だ

田
 

　
はじめ

源

(昭和53年６月24日)

平成14年４月　日本アイ・ビー・エム株式会

社入社

平成22年４月　当社入社

平成22年６月　当社取締役

平成22年10月　当社取締役副社長

平成23年６月　当社代表取締役社長（現任）

220,000株

２

おか

岡
もと

本
まさ

匡
ひろ

弘
(昭和33年４月１日)

昭和55年３月　当社入社

平成12年６月　当社取締役

平成14年４月　当社取締役管理部長（現任）

46,000株

３
み

三
うら

浦
えい

英
じ

二
(昭和35年８月３日)

昭和58年３月　当社入社

平成18年６月　当社取締役

平成26年４月　当社取締役営業部長（現任）

42,000株

４
い

伊
とう

藤
のり

紀
ひと

人
(昭和35年７月15日)

昭和60年３月　当社入社

平成16年４月　当社企画開発支援部長

平成27年４月　当社小売第２システム部長

（現任）

13,000株

（注）１．伊藤紀人氏は、新任の取締役候補者であります。

　　　２．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
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第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役藤橋武久氏が辞任されます

ので、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであ

ります。

　なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定め

により、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

　本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

かみ

神
や

谷
 

　
とおる

亨
(昭和32年２月23日)

昭和54年３月　株式会社トーカン入社

平成13年12月　同社取締役

平成17年12月　同社取締役常務執行役員

平成26年10月　同社取締役専務執行役員

　　　　　　　管理統括部長（現任）

－株

（注）１．神谷亨氏は、新任の取締役候補者であります。

　　　２．神谷亨氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．神谷亨氏は、社外取締役候補者であります。

４．神谷亨氏は、管理部門での豊富な経験や識見を生かし、経営全般に関する有効

な助言をいただけるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであり

ます。

５．神谷亨氏が原案どおり社外取締役として選任された場合、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予

定であります。当該契約により、その任務を怠ったことにより当社に損失を与え

た場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社

法第425条第１項に定める 低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うも

のとしております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

名古屋市熱田区三番町21番８号

当社　本社２階会議室

TEL 052-651-2131（代表）

名
古
屋
国
際
会
議
場

名
鉄
神
宮
前
駅

熱
田
神
宮
南

白
鳥
橋
西

東
海
道
新
幹
線

東
海
通

六
番
町

白鳥橋

至新瑞橋

堀川

至野並

船方

南一番町

本社

熱田高校

協立総合病院

至名古屋港

千年

一番一丁目六番町

地
下
鉄
名
港
線 至山王

247

154

19

1

154

１

協立総合病院

東海通２

東海通

七番町

千年西 千年

南一番町

東海通

東洋水産

千年小
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１

ファミリーマート

交通機関　地下鉄

名港線「東海通」駅下車　１番出口より徒歩約８分

※なお、当日は駐車場の用意ができませんので、あしからずご了承ください。
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